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 独立行政法人中小企業基盤整備機構（理事長：宮川正 本部：東京都港区）は、令和 6 年能登

半島地震で被災した中小企業者の事業再開への支援として、仮設施設長期活用支援事業（自治体

向け）に係る助成金交付申請の受付を本日より開始しましたのでお知らせします。 

 

 

1. 事業概要 

 被災中小企業者の事業再開のため、長期間にわたり活用する仮設施設において必要 

 となる経費（リース料等）を中小機構が全額助成します。 

   ※本事業の助成対象となる仮設施設は、中小機構の仮設施設整備支援事業を活用し、 

 自治体が賃貸借により借り受けた仮設施設に限ります。 

 ※助成対象となる期間には、一定の制限があります。 

 

2. 申請受付期間 

令和 8年 6月 26 日（金曜）から 令和 11 年 2月 28 日（水曜）まで 

 

3. 申請方法 

所定の助成金交付申請書およびその他必要書類により申請ください。 

   ※本事業の助成対象となる仮設施設を運営する自治体あて順次、募集要項等をご案内 

 いたします。 
 

 

＜独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）＞ 

中小機構は、事業の自律的発展や継続を目指す中小企業・小規模事業者・スタートアップのイノベーショ

ンや地域経済の活性化を促進し、我が国経済の発展に貢献することを目的とする政策実施機関です。経営環

境の変化に対応し持続的成長を目指す中小企業等の経営課題の解決に向け、直接的な伴走型支援、人材の育

成、共済制度の運営、資金面での各種支援やビジネスチャンスの提供を行うとともに、関係する中小企業支

援機関の支援力の向上に協力します。 

 

 

 
＜仮設施設長期活用支援事業（自治体向け）＞ 

に係る助成金交付申請の受付を開始しました 

＜本件に関する問い合わせ先＞ 

独立行政法人中小企業基盤整備機構 災害対策支援部災害対策支援課 （担当者：英、富岡） 

住所：東京都港区虎ノ門 3丁目 5番 1号 虎ノ門 37 森ビル 

電話：03-5470-1501 

受付時間：9時 30分～12 時 00 分、13 時 00 分～17 時 30 分（土曜、日曜、祝日を除く） 


